
一

（
財
政
金
融
委
員
会
）

金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
二
百
十
一
回
国
会
閣
法
第
五
六
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

（
本
院
継
続
審
査
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
我
が
国
の
金
融
及
び
資
本
市
場
を
め
ぐ
る
環
境
変
化
に
対
応
し
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
顧
客
等
の
利
便
の
向
上

及
び
保
護
を
図
る
た
め
、
顧
客
等
の
最
善
の
利
益
を
勘
案
し
つ
つ
、
誠
実
か
つ
公
正
に
業
務
を
遂
行
す
べ
き
義
務
の
規
定
の
整

備
、
顧
客
等
へ
の
契
約
締
結
前
の
説
明
義
務
等
に
係
る
規
定
の
整
備
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
て
フ
ァ
ン
ド
形
態
で
出
資
を

募
り
企
業
等
に
貸
し
付
け
る
仕
組
み
を
取
り
扱
う
金
融
商
品
取
引
業
者
に
係
る
規
制
の
整
備
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
金
融
商
品
取
引
法
の
一
部
改
正

１

四
半
期
報
告
書
制
度
を
廃
止
し
、
上
場
会
社
に
対
し
、
半
期
報
告
書
の
提
出
を
義
務
付
け
る
。

２

ソ
ー
シ
ャ
ル
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
等
の
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
対
し
、
出
資
対
象
事
業
の
状
況
に

係
る
顧
客
へ
の
情
報
提
供
が
契
約
等
に
お
い
て
確
保
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
募
集
等
を
禁
止
す
る
。

３

金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
前
等
に
お
け
る
顧
客
に
対
す
る
書
面
交
付
義
務
に
つ
い
て
電
磁
的
方
法
を
含
む
情
報
提
供



二

義
務
に
改
め
る
と
と
も
に
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
契
約
締
結
前
に
顧
客
に
対
し
情
報
の
提
供
を
行
う
と
き
は
、
顧

客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
、
当
該
顧
客

に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
り
、
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

二
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
の
題
名
を
「
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
」
に
改
め
る
。

２

「
国
民
の
安
定
的
な
資
産
形
成
の
支
援
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」
を
策
定
（
閣
議

決
定
）
す
る
と
と
も
に
、
金
融
経
済
教
育
を
行
う
「
金
融
経
済
教
育
推
進
機
構
」
を
認
可
法
人
と
し
て
設
置
す
る
。

３

金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
及
び
企
業
年
金
等
の
実
施
者
に
対
し
て
、
横
断
的
に
、
顧
客
等
の
最
善
の
利
益
を

勘
案
し
つ
つ
、
顧
客
等
に
対
し
て
誠
実
か
つ
公
正
に
業
務
を
遂
行
す
る
義
務
を
新
設
す
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
原
則
と
し
て
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。


